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電気通信事業法第33条第２項に基づく第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正 

旧 新 
 

（用語の定義） 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～97 （略） （略） 

98 （略） （略） 

98-2 一般中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有する収容局ルータと対向するもの 

98-3 特別中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有しない収容局ルータと対向するもの 

99～103 （略） （略） 

 

 

 

104 （略） （略） 

 

  （定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくは第４欄若しくは第５欄若しくは第７欄、ＩＳ

Ｍ折返し機能、光信号電気信号変換機能、光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理機能、ＤＳＬ

回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能、光信号局

内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、波長多重機能又はルーティング伝送機能の場合 

 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換

機能については、第 28 条（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して

協定の解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日

までの期間（当該機能の利用を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の定義） 

第３条 (略) 

用  語 意     味 

１～97 （略） （略） 

97-2 一般収容局ルー

  タ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有するもの 

97-3 特別収容局ルー

  タ 

収容局ルータであって、ＳＩＰサーバと連携してセッション制御を行う機

能を有しないもの 

98 （略） （略） 

98-2 一般中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、一般収容局ルータと対向するもの 

98-3 特別中継局ルー

タ 

中継局ルータであって、特別収容局ルータと対向するもの 

99～103 （略） （略） 

104 音声利用ＩＰ通

信網サービス 

当社の音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款（以下「音声利用ＩＰ通信網

サービス契約約款」といいます。）に基づいて主として通話並びに通話に

付随する映像及び符号による通信の用に供することを目的としてインタ

ーネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備を使

用して行う電気通信サービス 

105 （略） （略） 

 

  （定額制の網使用料の支払義務） 

第 64 条 （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄若しくは第４欄若しくは第５欄若しくは第７欄、ＩＳ

Ｍ折返し機能、光信号電気信号変換機能、光信号多重分離機能、光信号分岐端末回線管理機能、ＤＳＬ

回線管理機能、ＤＳＬ回線故障対応機能、端末回線伝送機能管理機能、光回線設備管理機能、光信号局

内回線管理機能、ＩＰ通信網回線管理機能、波長多重機能又はルーティング伝送機能第１欄から第４欄

の場合 

当該機能の利用を開始した日（端末回線伝送機能２－１－１－１第２欄ウ欄又は光信号電気信号変換

機能については、第 28 条（完成通知）に規定する完成通知に記載した期日とします。）から起算して

協定の解除若しくは消滅又は接続の変更により当社の指定電気通信設備との接続を終了した日の前日

までの期間（当該機能の利用を開始した日と接続を終了した日が同一である場合は１日とします。） 

２～４ （略） 

 

 

 

 

 

 

ＮＴＴ東日本 
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(手続費の支払義務) 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

(1)～(9) （略） 

(10) 当社が、加入電話契約又は総合ディジタル通信サービスの契約を承諾したことにより、当社の契約

者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなるとき。 

 

(11)～(19) （略） 

(20) その協定事業者が光信号端末回線（端末回線伝送機能２－１－１－１第６欄ア欄に係るものに限り

ます。）、光信号中継回線（光信号中継伝送機能に係るものに限ります。）、光信号局内回線（光信号

局内伝送機能に係るものに限ります。）又はルーティング伝送機能に係る回線（以下「ＩＰ通信網回線」

といいます。）の設置の申込みの承諾を受けたとき。 

 

(21)～(30) （略） 

２～５ （略） 

 

（個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を有する中継事

業者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情

報照会書により指定した契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）

に係る電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報（この章、第 68 条（手続

費の支払義務）第１項第９号及び料金表第２表（工事費及び手続費）第２（手続費）において「電話サ

ービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報」を「契約者情報」といいます。）の提

供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の

送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契約者情報（異動事由及び異動年月日を含みます

（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所等が変更されている場合は、変更後の契約者回

線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、利用休止の場合は、契約者情報の提供を求めら

れた時点において当社が把握しているその契約者の住所に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（み

なし契約事業者に対する契約者情報の提供）第３項において同じとします。）をお客様情報照会書によ

り回答します。 

(1)～(5) （略） 

２～７ （略） 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条の２ （略） 

 

（みなし契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 99 条  当社は、みなし契約事業者（音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条第１項に定める協定

事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。）から、みなし契約事業者が磁気媒体

により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者（みなし契約事業者と契約を締結したものとみな

される契約者をいいます。）の契約者情報の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する

場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の氏名及びそ

の住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 

 

(1)～(5) （略） 

２～４ （略） 

(手続費の支払義務) 

第 68 条 協定事業者は、次の各号の場合には、料金表第２表第２（手続費）に規定する手続費の支払い

を要します。 

(1)～(9) （略） 

(10) 当社が、電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用ＩＰ通信網サービスの契約を承 

諾したことにより、当社の契約者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結することとなると

き。 

(11)～(19) （略） 

(20) その協定事業者が光信号端末回線（端末回線伝送機能２－１－１－１第６欄ア欄に係るものに限り

ます。）、光信号中継回線（光信号中継伝送機能に係るものに限ります。）、光信号局内回線（光信号

局内伝送機能に係るものに限ります。）又はルーティング伝送機能（関門交換機接続ルーティング伝送

機能を除きます。）に係る回線（以下「ＩＰ通信網回線」といいます。）の設置の申込みの承諾を受け

たとき。 

(21)～(30) （略） 

２～５ （略） 

 

  （個別契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条 当社は、協定事業者（電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を有する中継事業

者及び国際系事業者に限ります。以下この条において同じとします。）から、協定事業者がお客様情報

照会書により指定した契約者回線番号等（追加番号を除きます。以下この条において同じとします。）

に係る契約者情報（電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に関する情報をいいます。以下

この条及び次条において同じとします。）の提供を求められたときは、次の各号のいずれにも該当する

場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並びにその契約者の住所等の契

約者情報（異動事由及び異動年月日を含みます（その契約者回線番号等又はその契約者回線の設置場所

等が変更されている場合は、変更後の契約者回線番号等又は契約者回線の設置場所等に関する情報を、

利用休止の場合は、契約者情報の提供を求められた時点において当社が把握しているその契約者の住所

に関する情報を含みます。）。以下第 99 条（みなし契約事業者に対する契約者情報の提供）第３項にお

いて同じとします。）をお客様情報照会書により回答します。 

 

 

(1)～(5) （略） 

２～７ （略） 

 

（優先接続機能の提供を受ける協定事業者に対する契約者情報の提供） 

第 98 条の２ （略） 

 

  （みなし契約事業者に対する契約者情報の提供） 

第 99 条  当社は、みなし契約事業者（音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款第 43 条第１項に定める協定

事業者を除きます。以下この項及び次項において同じとします。）から、みなし契約事業者が磁気媒体

により指定した契約者回線番号等に係るみなし契約者（みなし契約事業者と契約を締結したものとみな

される契約者をいいます。）の契約者情報（電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの契約者に

関する情報に限ります。以下この項及び次項において同じとします。）の提供を求められたときは、次

の各号のいずれにも該当する場合に限り、当社の利用者料金に係る請求書の送付先氏名及びその住所並

びにその契約者の氏名及びその住所等の契約者情報を磁気媒体により回答します。 

(1)～(5) （略） 

２～４ （略） 
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料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

(1) ～(2) （略） （略） 

(3) セットアップ付秒課金

の適用 

この料金表中加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通

信機能及びリルーティング通信機能に係る料金については、１通信ご

との料金額及び１秒ごとの料金額に通信秒数を乗じて算定した料金額

を合計した額を適用します。 

(4)～(22) （略） （略） 

(23) ＰＨＳ基地局回線管

理機能、ＤＳＬ回線管理

機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管

理機能、光信号局内回線

管理機能、光信号分岐端

末回線管理機能又はＩＰ

通信網回線管理機能に係

る料金の適用 

ＰＨＳ基地局回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光

信号分岐端末回線管理機能又はＩＰ通信網回線管理機能に係る料金に

ついては、協定事業者が、それぞれ２（料金額）２－１－１－１第１

欄、第４欄、第５欄、第６欄ア欄若しくは２－５－３若しくは２－11

第19欄、２－１－１－２第２欄ア欄又は２－13に規定する機能を利用

する場合に適用します。 

 

(24)～(31) （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

  １ 適用 

区  分 内     容 

(1)～ (2) （略） （略） 

(3) セットアップ付秒課金

の適用 

この料金表中加入者交換機能、市内伝送機能、中継交換機能、市内通

信機能、リルーティング通信機能及び関門交換機接続ルーティング伝

送機能に係る料金については、１通信ごとの料金額及び１秒ごとの料

金額に通信秒数を乗じて算定した料金額を合計した額を適用します。 

(4)～(22) （略） （略） 

(23) ＰＨＳ基地局回線管

理機能、ＤＳＬ回線管理

機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管

理機能、光信号局内回線

管理機能、光信号分岐端

末回線管理機能又はＩＰ

通信網回線管理機能に係

る料金の適用 

ＰＨＳ基地局回線管理機能、ＤＳＬ回線管理機能、端末回線伝送機能

管理機能、光回線設備管理機能若しくは光信号局内回線管理機能、光

信号分岐端末回線管理機能又はＩＰ通信網回線管理機能に係る料金に

ついては、協定事業者が、それぞれ２（料金額）２－１－１－１第１

欄、第４欄、第５欄、第６欄ア欄若しくは２－５－３若しくは２－11

第19欄、２－１－１－２第２欄ア欄又は２－13第１欄から第４欄に規

定する機能を利用する場合に適用します。 

 

(24)～(31) （略） （略） 
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２ 料金額 

   ２－１～２－１２ （略） 

２－１３ ルーティング伝送機能 

月額 

区  分 単 位 料金額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ＬＡＮインタフ

ェースにより

10Gbit/sの符号伝

送が可能なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ポートごとに

 

 

 

1,416,672 円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

イ ＬＡＮインタフ

ェースにより１

Gbit/sの符号伝送

が可能なもの 

１ポートごとに

 

 

420,042 円  

     

ウ ＬＡＮインタフ

ェースにより

100Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに 148,914 円  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 収容

局ルータ

接続ルー

ティング

伝送機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条（標準

的な接続箇

所）第１項の

表中第８欄

で接続し、Ｉ

Ｐ通信網を

利用して伝

送を行う機

能 

エ ＡＴＭインタフ

ェースにより符号

伝送が可能なもの 

１ポートごとに 222,578 円   

     

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 料金額 

   ２－１～２－１２ （略） 

２－１３ ルーティング伝送機能 

 

区  分 単 位 料金額 備 考 

(1) 一般

収 容 局

ル ー タ

接 続 ル

ー テ ィ

ン グ 伝

送機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第８欄のうち一般収容局ルー

タで接続し、ＩＰ通信網（専らＩＰ

電話の提供の用に供するものを除き

ます。）を利用した交換及び伝送を

行う機能（ＳＩＰサーバと連携して

提供するセッション制御の機能を除

き、ＬＡＮインタフェースにより１

Gbit/s の符号伝送が可能なものに限

ります。） 

一般収容局ルー

タにおける１Ｉ

Ｐ通信網収容装

置ごとに月額 

1,692,927円 

 

 

 

 

     

(2) 一般

中 継 局

ル ー タ

接 続 ル

ー テ ィ

ン グ 伝

送機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－２欄で接続し、ＩＰ通

信網（専らＩＰ電話の提供の用に供

するものを除きます。）を利用した

交換及び伝送を行う機能（ＬＡＮイ

ンタフェースにより10Gbit/s の符号

伝送が可能なものに限ります。） 

１ポートごとに

月額 

6,375,000円 

 

 

 

 

     

ア ＬＡＮインタフ

ェースにより

10Gbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

1,416,672 円 

 

 

     

     

イ ＬＡＮインタフ

ェースにより１

Gbit/sの符号伝送

が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

 

 

420,042 円  

     

     

      

ウ ＬＡＮインタフ

ェースにより

100Mbit/sの符号伝

送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

148,914 円  
      

(3) 特別

収容局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準

的な接続箇

所）第１項の

表中第８欄

のうち特別

収容局ルー

タで接続し、

ＩＰ通信網

を利用した

交換及び伝

送を行う機

能 

エ ＡＴＭインタフ

ェースにより符号

伝送が可能なもの 

１ポートごとに

月額 

222,578 円   
      

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 
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  オ ＩＳＤＮ一次群

速度ユーザ・網イン

タフェースにより

符号伝送が可能な

もの 

１ポートごとに 6,074 円
  

     

(2) 特別

中継局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－３欄で接続し、ＩＰ通

信網を利用して伝送を行う機能（Ｌ

ＡＮインタフェースにより１Gbit/s

の符号伝送が可能なものに限りま

す。） 

１ポートごとに

 

420,042 円  

 

     

 

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 

 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

 １ 適用 （略） 

 ２ 工事費の額 

２－１ （略） 

２－２ ２－１以外の工事費 

区  分 単位 備 考 

(1)～(4) (略) (略) (略) (略) 

(5) ＩＰ通信

網データ設定

工事費 

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ

通信網間接続装置又はＳＩＰサーバにＩＰアド

レス、ルーティング設定等情報を登録する工事に

要する費用 

１工事ごとに  

      

(6)～(8) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－３～２－４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  オ ＩＳＤＮ一次群

速度ユーザ・網イン

タフェースにより

符号伝送が可能な

もの 

１ポートごとに

月額 

6,074 円 
  

      

(4) 特別

中継局ル

ータ接続

ルーティ

ング伝送

機能 

第５条（標準的な接続箇所）第１項

の表中第７－３欄で接続し、ＩＰ通

信網を利用した交換及び伝送を行う

機能（ＬＡＮインタフェースにより

１Gbit/sの符号伝送が可能なものに

限ります。） 

１ポートごとに

月額 

 

 

420,042 円  

 

     

     

１通信ごとに 1.3601 円      (5) 関門

交換機接

続ルーテ

ィング伝

送機能 

ＩＧＳを経由して、ＩＰ通信網を利

用した交換及び伝送を行う機能 １秒ごとに 0.022019 円      

 

※二重下線部は、平成 20 年 12 月９日東相制第 08-107 号にて認可申請中です。 

 

 

 

第２表 工事費及び手続費 

第１ 工事費 

 １ 適用 （略） 

 ２ 工事費の額 

２－１ （略） 

２－２ ２－１以外の工事費 

区  分 単位 備 考 

(1)～(4) (略) (略) (略) (略) 

(5) ＩＰ通信

網データ設定

工事費 

ＩＰ通信網終端装置、ＩＰ通信網収容装置、ＩＰ

通信網間接続装置又はＳＩＰサーバ等にＩＰア

ドレス、ルーティング設定等情報を登録する工事

に要する費用 

１工事ごとに  

       

(6)～(8) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－３～２－４ （略） 
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第２ 手続費 

 １ 適用 (略) 

２ 手続費の額  

   ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(5) (略) (略) (略) (略) (略) 

(6) 利用契約締

結手続費 

電話サービス又は総合ディジタル通信

サービスの契約を行うことにより、協定

事業者と電気通信サービスの契約を締

結することになる場合の手続きに要す

る費用 

(略) (略) (略) 

(7)～(32) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

  ２－２～２－３ （略） 

 

 

別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

端末回線伝送機能～通

信路設定伝送機能 

（略） （略） 

信号伝送機能～端末間

伝送等機能 

（略） （略） 

ルーティング伝送機能 ルータ及び伝送路設備により、協定事業者への振

り分けを行う通信並びに伝送を行う機能 

（略） 

網同期クロック供給機

能～上記以外の機能 

（略） （略） 

 

 １－２（略） 

 

 
 

 

第２ 手続費 

  １ 適用 (略) 

２ 手続費の額  

   ２－１ 手続費 

区  分 単 位 手続費の額 備 考 

(1)～(5)(略) (略) (略) (略) (略) 

(6) 利用契約締

結手続費 

電話サービス、総合ディジタル通信サー

ビス又は音声利用ＩＰ通信網サービス

の契約を行うことにより、協定事業者と

電気通信サービスの契約を締結するこ

とになる場合の手続きに要する費用 

(略) (略) (略) 

(7)～(32) (略) (略) (略) (略) (略) 

 

   ２－２～２－３ （略） 

 

 

別表１  接続により提供する機能 

１－１ １－２以外の接続機能 

機能の区分 機能の内容 備     考 

端末回線伝送機能～通

信路設定伝送機能 

（略） （略） 

データ伝送機能 セルリレー装置及び伝送路設備により通信路の設

定及び伝送を行う機能 

（略） 

信号伝送機能～端末間

伝送等機能 

（略） （略） 

ルーティング伝送機能 ルータ及び伝送路設備により、通信の交換及び伝

送を行う機能 

（略） 

網同期クロック供給機

能～上記以外の機能 

（略） （略） 

 

 １－２（略） 

 

 

 

附 則 

この改正規定は、認可を受けた後、平成 21 年４月１日から実施します。 
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